
処遇改善等加算

認定こども園に移行した場合の注意点



（概ね）処遇改善等加算Ⅱの対象人数は、
処遇Ⅱ-Ａ人数：必要職員数を３で割った人数
処遇Ⅱ-Ｂ人数：必要職員数を５で割った人数

認定こども園への移行により
⇒基本配置職員や児童数が増加
⇒必要職員数が増加⇒処遇Ⅱの対象人数も増加

新年度までに、処遇Ⅱの人数A・Bを充分に試算してください。

①事前に処遇改善等加算Ⅱの対象職員数に注意！

R６年度からは、
処遇Ⅱ-Ａの対象者に加えて
処遇Ⅱ-Ｂの対象者にも研修要件が適用。
処遇Ⅱ配分予定者の受講状況を早めに確認。
※対象者が確保できず、加算額の配分不足が生じると、処遇Ⅱを受け
られなくなります

②処遇改善等加算Ⅱの研修要件に注意！

処遇Ⅱの試算様式：添付資料11-1



〇修了すべき研修及び分野（幼稚園・認定こども園）

認定こども園移行に伴い、
R6年4月1日から職員を新たに雇用する場合、
職員の経験年数を証明する「在職証明書」の提出が必要。
場合によっては、他法人に在職証明書の発行依頼が必要。

③（基礎分）在職証明書のお早めの準備を！

⇒在職証明書の取得には時間がかかるのでお早目に準備を！

在職証明書の参考様式は：添付資料11-2

研修内容

副主幹保育教諭
（認定こども園）
中核リーダー
（幼稚園）

専門リーダー 若手リーダー

教育及び保育の質を高
めるための知識・技能
の向上を目的としたも
の

合計60時間以上（うち、
マネジメント研修15時
間以上）

合計60時間以上 合計15時間以上

左図のように発令種別により必要
となる研修及び時間数が異なりま
す。R6年度からはどの発令であっ
ても研修修了要件が課されます。
事前に修了要件をよくご確認くだ
さい。



④処遇改善制度概要資料

１内閣府HP
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html

I
II

⇒ Ⅰ Ⅱ

２子ども家庭庁HP
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/

⇒

Ⅱ FAQ
⇒ Ⅱ


